
仕 様 書  

 

 

1. 品名・規格   

医療用ガス（別紙「契約品目一覧表」） 

 

2. 納 入 方 法    

(1) 液化ガスについては、ボンベに充填し搬送のうえ所定のタンク内へ注入する。 

(2) 形状がボンベとあるものは、ボンベに、所定の容量を充填した上で納品する。 

(3) 上記ボンベについては、納入業者の所有とし、常に最良の状態で機能を発揮でき

るようにして納品する。 

 

3. 納 入 場 所 

   大阪急性期・総合医療センター（以下「当センター」という。）内のボンベ室（別

添図参照）及び各設置場所 

 

4. 納 入 時 期 

(1) 液体窒素（別紙「契約品目一覧表」A ※皮膚科外来分）は、定期的(週１回以上)

に納入すること。 

(2) ボンベについては、定期的（週１回以上）に設置個所を巡回し、空のボンベを回

収の上、空ボンベと同数の充填済ボンベを納品する。 

(3) その他、当センターからの納入の指示には、その都度速やかに納入すること。 

 

5. 保 守 管 理 

(1) ボンベについては、適法な規格に沿ったものを使用し、関係法令に基づき、定期

的に検査を行うこと。 

(2) 高圧ガス関係機器の機能・取扱の知識及び技術を有する者が納入すること。 

(3) 関係機器の保守・メンテナンスができること。 

 

6. 緊 急 対 応 

装置の異常・緊急納入の要請等、当センターからの指示には、契約期間を通じ 24

時間体制で、迅速に対応すること。 

 

7. 遵 守 事 項 

(1) 関係法令を厳守すること。 



(2) 火気には充分注意し、消火器を携帯すること。 

(3) 関係機器の取扱や手順に注意し、安全操作を厳守すること。 

(4) その他、事故のないよう充分注意すること。 

 

８ 検 査 方 法 

納入の都度、納品書を提出すること。 


